
団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な
構
成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則
（
上
野
）

（
一
一
七
）

団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の

刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な
構

成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則

ク
ラ
ウ
ス
ホ
フ
マ
ン

−

ホ
ラ
ン
ト

上
　
野
　
幸
　
彦
　
　
訳

Ⅰ
．
出
発
点

１
．
明
確
性
の
連
結
点
と
し
て
の
文
言

刑
法
上
の
明
確
性
原
則
が
専
門
的
な
議
論
の
対
象
と
さ
れ
る
場
合
に
、
も
っ
ぱ
ら
個
々
の
刑
罰
規
範
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
言
を
切
り

離
し
て
考
察
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
は
じ
め
に
通
例
明
確
性
原
則
の
内
容
に
関
し
次
の
よ
う
な
指
摘
が
見
出
さ
れ
ま
す
。
基
本
法
第
一
〇
三

条
第〔

訳
者
註
１
〕

二
項
に
置
か
れ
た
刑
法
の
保
障
機
能
の
帰
結
と
し
て
、
刑
罰
規
範
は
、
そ
の
構
成
要
件
及
び
法
効
果
に
関
し
て
、
内
容
的
な
明
確
性

翻　

訳

一
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
一
八
）

を
最
低
限
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
行
為
が
刑
罰
の
も
と
に
あ
る
の
か
市
民
が
読
み
取

り
得
な
い
刑
法
の
規
定
は
、
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
た
と
え
ば
「
公
の
秩
序
に
違
反
し
た
者
は
罰
す
る
。」
と
い
う
文
言
の

規
定
は
、
そ
の
適
用
範
囲
が
内
容
上
不
明
確
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
明
確
性
原
則
の
要
請
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
結
論
が
導
か

れ
て
い
ま
す
。

法
律
適
用
者
に
対
す
る
明
確
性
原
則
の
作
用
も
、
ふ
つ
う
個
々
の
刑
罰
規
範
の
文
言
を
引
き
合
い
に
出
し
て
示
さ
れ
ま
す
。
刑
事
裁
判

官
は
、
つ
ね
に
犯
罪
者
の
行
為
が
事
実
的
に
も
当
該
の
刑
罰
法
規
の
文
言
に
含
ま
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
有
罪
宣
告
を
行
う
こ
と
が

許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
し
、
被
害
者
を
家
の
壁
に
押
し
付
け
る
こ
と
を
「
危
険
な
道
具
」
を
手
段
と
す
る
傷
害
の
行
為
と
し
て
処

罰
す
る
と
す
れ
ば
、
基
本
法
第
一
〇
三
条
第
二
項
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

明
確
性
原
則
と
の
関
連
で
は
、
も
し
具
体
的
な
事
例
で
当
該
の
刑
罰
規
範
の
文
言
だ
け
で
な
く
、
一
定
の
体
系
の
中
で
表
現
さ
れ
た
概

念
の
理
解
を
も
探
求
す
る
場
合
、
立
法
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
概
念
性
が
法
規
の
適
用
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に

は
、
明
ら
か
に
よ
り
わ
ず
か
な
関
心
し
か
注
が
れ
て
い
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
、
以
下
で
、
二
〇
〇
九
年
の
連
邦
裁
判
所
刑
事
第
三
部
の

判
決
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
側
面
を
よ
り
詳
し
く
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
く
し

が
こ
こ
で
検
討
す
る
命
題
は
、
次
の
通
り
で
す
。
文
言
の
可
能
な
意
味
ば
か
り
で
は
な
く
、
法
律
体
系
に
表
現
さ
れ
た
概
念
の
理
解
も
、

解
釈
の
外
部
的
な
限
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

刑
事
第
三
部
の
判
決
は
、
刑
法
第

〔
訳
者
註
２
〕

一
二
九
条
（
犯
罪
団
体
〔V

ereinigung
〕
の
結
成
）
の
構
成
要
件
に
お
け
る
団
体
概
念
の
解
釈
に
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
刑
法
上
ほ
か
の
刑
罰
規
範
に
お
い
て
も
複
数
の
人
々
の
行
為
に
関
係
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
他

の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
も
し
立
法
者
が
他
の
と
こ
ろ
で
複
数
人
の
結
合
を
「
共
同
正
犯
」〔M

ittäterschaft

〕
あ

一
一
一



団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な
構
成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則
（
上
野
）

（
一
一
九
）

る
い
は
「
集
団
」〔B

ande

〕
と
表
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
刑
法
上
の
明
確
性
原
則
が
、
刑
法
第
一
二
九
条
に
お
け
る
団
体
概
念
の
解
釈

に
あ
た
っ
て
、
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
を
研
究
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

判
決
で
は
、
第
三
刑
事
部
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
合
致
す
る
解
釈
と
い
う
意
味
で
団
体
概
念
を
拡
張
す
る
試
み
に
よ
り
そ
の
議
論
を
ま

と
め
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
レ
ベ
ル
で
公
布
さ
れ
た
法
文
書
に
よ
る
国
内
刑
法
へ
の
貫
徹
は
、
国
内
の
立
法
者
お
よ
び
法
律
適
用
者
、

そ
れ
に
言
う
ま
で
も
な
く
国
内
の
諸
構
成
要
件
の
明
確
性
に
対
す
る
重
大
な
挑
戦
で
す
。

は
じ
め
に
、
わ
た
く
し
は
、
団
体
概
念
に
対
す
る
連
邦
裁
判
所
の
最
新
の
判
例
の
概
略
を
述
べ
、
続
い
て
団
体
概
念
へ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

法
の
影
響
を
考
察
す
る
つ
も
り
で
す
。
こ
れ
を
背
景
に
し
て
、
─
最
初
の
方
法
論
的
な
重
要
点
と
し
て
─
、
法
律
体
系
に
も
と
づ
く
団
体

概
念
の
解
釈
な
い
し
限
界
が
展
開
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
判
決
を
超
え
て
、
─
第
二
の
方
法
論
的
な
重
要
点
と
し
て
─
、
体
系
が
ど
の

程
度
、
解
釈
の
方
法
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
解
釈
の
限
界
と
し
て
作
用
を
及
ぼ
し
う
る
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
つ
も
り
で
す
。

２
．
事
案
の
概
要
（
連
邦
裁
判
所
二
〇
〇
九
年
一
二
月
三
日
判
決
（
１
）

）

ド
レ
ス
デ
ン
地
方
裁
判
所
が
原
審
と
し
て
認
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
最
初
「
ザ
ク
セ
ン
の
突
撃
隊
〔S

turm

〕
師
団
」
と
名

乗
る
政
治
的
に
右
寄
り
の
少
年
達
の
グ
ル
ー
プ
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
毎
日
と
く
に
こ
の
た
め
に
手
配
し
た
集
合
所
に
集
ま
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
グ
ル
ー
プ
と
周
辺
の
他
の
人
々
と
の
間
で
し
ば
し
ば
暴
力
事
件
を
生
じ
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
襲
撃
は
、
と
く
に
─
そ
の

ま
ま
引
用
す
る
と
─
パ
ン
ク
の
若
者
、「
左
翼
」
お
よ
び
「
大
麻
常
用
者
」
に
向
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
二
〇
〇
六
年
、
グ
ル
ー
プ
内
部

で
、
ひ
と
つ
の
同
志
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
主
要
な
目
的
は
、
い
わ
ゆ
る
国
粋
主
義
的
な
解
放
地
帯
を
創
設

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ダ
ニ
の
い
な
い
」
そ
し
て
「
褐
色
の
」（
訳
者
註
…
褐
色
は
ナ
チ
党
員
が
着
て
い
る
シ
ャ
ツ
の
色
で
す
。）
居
場
所
を
作

一
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
二
〇
）

る
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
は
、
右
翼
的
な
政
治
的
傾
向
を
も
た
な
い
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
、
暴
力
的
行
動
を
と
る
こ
と
を
意
味
し
ま
し

た
。
加
え
て
、
い
わ
ゆ
る
ス
キ
ン
ヘ
ッ
ド
の
検
問
パ
ト
ロ
ー
ル
が
実
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
時
に
嫌
わ
れ
て
い

る
者
達
が
出
会
っ
て
、
よ
り
大
き
な
組
織
を
作
り
、
暴
力
的
な
行
動
に
出
ま
し
た
。
そ
の
グ
ル
ー
プ
は
、「
同
志　

突
撃
隊
三
四
」
と
名

乗
り
ま
し
た
。

ド
レ
ス
デ
ン
地
方
裁
判
所
は
、
被
告
人
ら
を
危
険
的
傷
害
の
複
数
の
事
件
で
有
罪
を
言
い
渡
し
ま
し
た
。
一
方
で
、
地
裁
は
刑
法
第

一
二
九
条
の
前
提
を
満
た
す
も
の
と
は
見
な
せ
な
い
と
判
断
し
ま
し
た
。
と
く
に
「
会
則
、
メ
ン
バ
ー
リ
ス
ト
、
メ
ン
バ
ー
の
会
費

（
…
）。
制
服
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
」
と
い
っ
た
構
成
要
素
が
欠
け
て
お
り
、
犯
罪
団
体
の
認
定
を
妨
げ
る
、
と
。
地
方
裁
判
所
が
被

告
人
ら
を
犯
罪
団
体
へ
の
共
同
関
与
と
評
価
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
連
邦
検
事
総
長
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
検
察
庁
の
上
告
が
成
功

し
ま
し
た
。
第
三
刑
事
部
の
見
解
に
よ
る
と
、「
同
志
突
撃
隊
三
四
」
は
、
地
裁
の
説
示
と
は
反
対
に
刑
法
第
一
二
九
条
の
意
味
に
お
け

る
犯
罪
団
体
と
認
め
ら
れ
る
の
で
す

（
２
）

。

Ⅱ
．
団
体
概
念
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法

第
三
刑
事
部
は
、
判
決
の
中
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
合
致
す
る
団
体
概
念
の
解
釈
に
つ
い
て
十
分
検
討
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、

─
第
三
刑
事
部
も
も
ち
ろ
ん
承
知
し
て
い
ま
す
が
─
、
結
論
に
と
っ
て
し
か
し
な
が
ら
ま
っ
た
く
必
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、

犯
罪
団
体
の
構
成
要
件
的
要
素
は
、
学
説
や
判
例
の
一
部
で
必
要
と
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
親
近
性
の
あ
る
拡
張
さ
れ
た
団
体
概
念
の

解
釈
に
拠
る
こ
と
な
く
、
是
認
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

一
一
一



団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な
構
成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則
（
上
野
）

（
一
二
一
）

１
．
従
来
の
団
体
概
念
の
堅
持

第
三
刑
事
部
は
、
従
来
の
団
体
概
念
を
堅
持
し
て
い
ま
す
。
確
立
し
た
判
例
に
よ
れ
ば
、「
一
定
の
継
続
性
の
あ
る
、
自
発
的
に
組
織

さ
れ
た
少
な
く
と
も
三
人
以
上
の
結
合
が
刑
法
第
一
二
九
条
の
意
味
に
お
け
る
団
体
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
各
人
は
個
々
の
意
思
が
全
体
の

意
思
に
従
属
し
て
い
る
中
で
全
体
の
目
的
を
追
求
し
、
お
互
い
に
ひ
と
つ
の
組
織
と
感
じ
て
い
る
関
係
に
立
っ
て
い
る

（
３
）

。」
の
で
す
。
こ

の
団
体
概
念
は
、
し
た
が
っ
て
、
個
人
的
、
組
織
的
、
主
観
的
お
よ
び
時
間
的
な
標
識
を
包
含
し
て
い
ま
す
。

学
説
上
の
数
人
の
最
近
の
試
み
に
対
し
て
、
第
三
刑
事
部
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
を
考
慮
し
て
従
来
の
団
体
概
念
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を

明
確
に
否
定
し
て
い
ま
す
。「
本
件
は
、
こ
こ
で
重
要
な
刑
法
第
一
二
九
条
の
意
味
に
お
け
る
犯
罪
団
体
の
概
念
に
関
し
て
、
す
べ
て
考

え
ら
れ
る
一
体
的
な
グ
ル
ー
プ
化
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
判
例
の
中
で
慣
例
と
な
っ
て
い
た
団
体
の
定
義
に
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
確
に

す
る
機
会
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る

（
４
）

。」
結
局
は
、
そ
の
説
明
は
、
非
常
に
膨
大
な
傍
論
（obiter dictum

）
で
す
。
第
三
刑
事
部
は
、
基

本
的
に
、
実
体
刑
法
の
領
域
に
お
い
て
本
質
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
の
要
素
の
限
界
を
ど
こ
に
引
く
の
か
と
い
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
親
近

性
の
あ
る
解
釈
の
限
界
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す

（
５
）

。

２
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
親
近
性
の
あ
る
拡
大
解
釈
の
契
機

団
体
概
念
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
親
近
性
の
あ
る
拡
大
解
釈
の
き
っ
か
け
は
、
異
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
規
制
に
あ
り
ま
す
。
と
く
に
、

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
四
日
の
組
織
犯
罪
対
策
の
Ｅ
Ｕ
枠
組
み
決
定
の
第
一
条
に
お
け
る
犯
罪
団
体
の
定
義
で
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
犯

罪
団
体
は
、「
一
定
の
期
間
二
人
以
上
で
組
織
さ
れ
た
結
合
で
、
そ
れ
ら
の
者
が
直
接
又
は
間
接
に
財
産
上
も
し
く
は
そ
の
他
の
物
質
的

な
利
益
を
得
る
た
め
に
、
少
な
く
と
も
四
年
の
自
由
刑
も
し
く
は
自
由
刑
に
代
わ
る
改
善
並
び
に
保
安
処
分
又
は
そ
れ
以
上
の
刑
罰
で
威

一
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
二
二
）

嚇
さ
れ
て
い
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
を
取
り
決
め
て
い
る
も
の
。」
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
に
必
要
な
「
組
織
的
な
結
合
」

と
は
、
第
二
項
に
よ
る
と
、
結
合
が
偶
然
で
は
な
く
あ
る
犯
罪
を
直
接
実
行
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
結
合
が
、
─
必
然
的

に
形
式
的
な
も
の
で
は
な
く
─
構
成
員
に
対
し
定
ま
っ
た
役
割
、
継
続
的
な
団
体
性
、
あ
る
い
は
は
っ
き
り
と
し
た
構
造
を
も
っ
て
い
る

場
合
で
す
。
学
説
上
の
意
見
に
は
、
こ
れ
ま
で
刑
法
第
一
二
九
条
が
前
提
と
し
て
き
た
団
体
概
念
は
、
今
後
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
親
近

的
に
」
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
枠
組
み
決
定
の
定
義
は
団
体
内
部
の
意
思
の
構
成
に
は
言
及

し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
主
観
的
な
前
提
に
関
す
る
必
要
条
件
は
削
減
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
に
か
く
規
定
ど
お
り
の
意
思
の
構
成

で
十
分
で
あ
る
と

（
６
）

。
さ
ら
に
、
組
織
的
な
前
提
条
件
に
つ
い
て
も
引
き
下
げ
る
必
要
が
あ
り
、
ど
ん
な
に
未
発
達
の
組
織
で
あ
っ
て
も
団

体
概
念
に
と
っ
て
は
十
分
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
と

（
７
）

。

Ⅲ
．
団
体
概
念
の
解
釈

こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
親
近
性
の
あ
る
拡
大
解
釈
の
傾
向
に
、
第
三
刑
事
部
は
明
確
に
反
対
し
、
判
決
の
最
初
の
主
旨
の
中
で
、

「
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
四
日
の
組
織
犯
罪
対
策
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
理
事
会
の
枠
組
み
決
定
は
、
従
来
の
刑
法
第
一
二
九
条
第

一
項
の
意
味
に
お
け
る
団
体
の
構
成
要
件
要
素
の
解
釈
の
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。」
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
指

摘
し
て
い
ま
す

（
８
）

。

１
．
文
言
と
刑
法
第
一
二
九
条
の
構
造

そ
の
際
、
規
定
の
文
言
及
び
構
造
は
、
ま
っ
た
く
枠
組
み
決
定
の
定
義
を
受
け
入
れ
る
余
地
を
与
え
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
客
観
的

一
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団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な
構
成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則
（
上
野
）

（
一
二
三
）

な
構
成
要
件
の
レ
ベ
ル
で
、
刑
法
第
一
二
九
条
は
簡
単
に
団
体
と
述
べ
て
い
ま
す

（
９
）

。
そ
の
目
的
や
活
動
は
、
犯
罪
行
為
の
遂
行
に
向
け
ら

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
犯
罪
行
為
は
か
な
り
幅
広
く
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
設
立
、
構
成
員
と
し
て
の
関
与
、
構

成
員
も
し
く
は
支
持
者
の
支
援
及
び
募
集
で
す
。
設
立
と
は
、
結
合
の
際
の
参
加
で
す

（
10
）

。
構
成
員
と
し
て
の
関
与
は
、
行
為
者
が
団
体
の

目
的
を
追
求
す
る
た
め
に
組
織
的
な
構
造
の
枠
組
み
の
中
で
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
ま
す

（
11
）

。
支
援
と
は
、
正
犯
か
ら

独
立
し
て
い
る
幇
助
の
形
態
で
す

（
12
）

。
募
集
と
は
、
他
人
を
組
織
の
味
方
に
す
る
目
的
を
も
っ
て
す
る
計
画
的
な
表
現
行
為
を
意
味
し
ま
す

（
13
）

。

主
観
的
構
成
要
件
は
、
単
に
故
意
を
前
提
に
す
る
だ
け
で
す

（
14
）

。

上
述
し
た
団
体
概
念
の
定
義
に
よ
る
と
、
全
体
の
意
思
の
下
で
の
個
人
の
意
思
の
必
要
的
な
従
属
も
、
さ
ら
に
一
体
的
な
結
合
と
し
て

求
め
ら
れ
る
現
わ
れ
も
、
刑
法
第
一
二
九
条
の
構
造
上
、
犯
罪
団
体
の
不
可
避
な
前
提
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
単
に
規
定
の
文

言
だ
け
に
こ
だ
わ
る
解
釈
で
あ
れ
ば
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
親
近
性
の
あ
る
」
解
決
と
い
う
意
味
で
団
体
概
念
の
設
定
に
つ
い
て
必
要
条

件
を
引
き
下
げ
る
こ
と
も
、
問
題
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

２
．
体
系
的
な
解
釈

刑
事
部
は
、
そ
の
解
決
を
、
刑
法
第
一
二
九
条
の
文
言
を
援
用
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
体
系
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
て
い
る
の

で
す
。
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
枠
組
み
決
定
の
犯
罪
団
体
の
定
義
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、「
ド
イ
ツ
の
実
体
刑
法
が
関
係
し
て
い
る
複

数
の
共
同
作
用
的
な
人
び
と
の
可
罰
性
の
シ
ス
テ
ム
の
本
質
的
な
基
本
思
想
に
解
く
こ
と
の
で
き
な
い
矛
盾
を
導
く
」
こ
と
に
な
り
ま
す

（
15
）

。

こ
の
こ
と
は
、
団
体
概
念
を
そ
の
他
の
犯
罪
行
為
に
対
す
る
複
数
人
の
関
与
形
式
す
べ
て
と
区
別
を
行
う
き
っ
か
け
と
な
り
う
る
も
の
で

す
。

一
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
二
四
）

⒜
　
集
団
（Bande

）
と
の
区
別

最
新
の
判
決
の
中
で
、
団
体
は
集
団
と
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
第
三
刑
事
部
は
、
集
団
の
結
合
そ
れ
自
体
は
ま
だ
可
罰
的
で

は
な
い
と
い
う
点
を
、
適
切
に
考
慮
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
─
基
本
的
構
成
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
に
─
そ
の
結
合
は
、
加
重

要
素
な
い
し
取
り
扱
い
例
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
集
団
に
お
け
る
結
合
は
、
─
団
体
と
は
対
照
的
に
─
刑
罰
を
根
拠
付
け
る

要
素
で
は
な
く
、
単
に
刑
罰
を
強
化
す
る
要
素

（
16
）

な〔
訳
者
註
３
〕

の
で
す
。
こ
の
基
本
的
な
体
系
的
な
区
別
を
失
う
と
、
団
体
概
念
は
方
針
の
そ
れ
と
適

合
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
四
日
の
枠
組
み
決
定
第
一
条
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
団
体
の
概
念
は
、
集
団
の
概
念
と
ほ
と

ん
ど
区
別
が
付
か
な
い
か
ら
で
す
。
最
新
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
集
団
と
は
、「
将
来
あ
る
一
定
期
間
に
複
数
の
独
自
の
、
詳
細
は
ま
だ
分

か
ら
な
い
犯
罪
を
行
う
と
い
う
意
思
で
結
ば
れ
た
、
少
な
く
と
も
三
人
以
上
の
結
合
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
上
位
に
置
か
れ
た
集

団
の
関
心
に
し
た
が
っ
て
強
固
に
さ
れ
た
集
団
の
意
思
や
活
動
の
形
成
は
、
必
要
と
は
さ
れ
な
い

（
17
）

。」
の
で
す
。
つ
ま
り
、
集
団
と
の
区

別
基
準
は
、
と
く
に
主
観
的
な
要
素
に
あ
り
ま
す
。
団
体
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
上
位
に
あ
る
全
体
の
意
思
な
の
で
す
。
個
人
の
意

思
が
全
体
の
意
思
に
従
属
し
て
い
る
も
と
で
、
全
体
の
目
的
が
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

⒝
　
刑
法
第
三
〇
条
に
よ
る
関
与
の
未
遂
と
の
区
別

刑
法
第
三
〇
条
に
よ
る
関
与
の
未
遂
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
八
年
の
第
三
刑
事
部
の
以
前
の
判
決
が
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
ハ
イ
リ
ゲ
ン
ダ
ム
で
の
世
界
経
済
サ
ミ
ッ
ト
妨
害
の
た
め
の
人
び
と
の
結
合
を
扱
っ
た
も
の
で
す

（
18
）

。
そ
の
際
刑
事
部
は
、「
既
遂
、

未
遂
及
び
予
備
行
為
と
段
階
付
け
ら
れ
た
体
系
」
を
考
慮
し
て
い
ま
す
。
原
則
と
し
て
、
犯
罪
の
既
遂
だ
け
が
可
罰
的
で
す
。
未
遂
は
、

犯
罪
ま
た
は
可
罰
性
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
す
。「
未
遂
へ
の
着
手
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
犯
罪
と
な
る
場
合
や
一
定
の
予
備

行
為
の
み
が
問
題
と
な
る
。」
こ
の
体
系
で
は
、
可
罰
性
の
限
界
は
明
確
で
す
。
こ
の
体
系
的
な
限
界
は
、「
犯
罪
行
為
（
窃
盗
な
ど
の
）

一
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団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な
構
成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則
（
上
野
）

（
一
二
五
）

を
計
画
す
る
行
為
者
の
あ
ら
ゆ
る
結
合
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
可
罰
性
を
」
根
拠
付
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
結
合
自
体
が
既

に
保
護
さ
れ
る
法
益
に
対
し
て
当
罰
的
な
危
険
の
潜
在
力
を
示
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
結
合
に
対
す
る
可
罰
性
が
是
認
さ
れ
る
の
で

す
。「
そ
れ
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
化
に
つ
い
て
、
初
期
的
な
組
織
形
式
以
上
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
う
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
。」
つ
ま
り
、
団
体
は
、
組
織
的
な
要
素
に
よ
っ
て
、
関
与
の
未
遂
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
構
成
員
が
お

互
い
に
一
体
的
な
結
合
を
自
覚
し
て
い
る
よ
う
な
関
係
に
立
ち
、
相
互
的
に
本
気
で
責
任
を
負
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
さ
ら
に
人
的
な
基

準
で
す
。
団
体
の
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
三
人
が
必
要
で
す
。

⒞
　
共
同
正
犯
と
の
区
別

共
同
正
犯
と
の
区
別
も
、
精
密
に
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
共
同
正
犯
に
対
し
て
、「（
犯
罪
）
団

体
に
お
け
る
結
合
的
な
活
動
は
、
具
体
的
な
犯
行
が
可
罰
的
な
方
法
で
既
遂
、
未
遂
ま
た
は
予
備
と
な
る
か
ど
う
か
に
依
存
せ
ず
可
罰
的

で
あ
る
」
か
ら
で
す

（
19
）

。
共
同
正
犯
は
、
複
数
の
人
び
と
が
犯
行
に
つ
い
て
共
同
の
意
思
を
示
し
、
か
つ
行
為
支
配
を
共
同
し
て
実
行
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
ま
す

（
20
）

。
し
か
し
、
団
体
は
さ
ら
に
必
要
で
す
。
共
同
正
犯
は
二
人
で
も
可
能
で
、
あ
ら
か
じ
め
三
人
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
─
団
体
の
構
成
員
と
は
異
な
り
─
、
共
同
正
犯
は
組
織
的
に
特
別
の
方
法
で
強
制
的
に
で
は
な
く
相
互
に
結
合
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
個
々
の
意
見
が
特
別
な
グ
ル
ー
プ
の
意
思
の
影
に
隠
れ
る
と
い
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
後
に
、

共
同
正
犯
者
の
協
働
に
つ
い
て
最
低
限
の
期
間
と
い
う
も
の
も
要
し
ま
せ
ん
。
犯
罪
行
為
の
実
行
の
た
め
の
突
然
の
結
合
で
足
り
う
る
の

で
す

（
21
）

。
共
同
正
犯
と
の
区
別
に
関
連
し
て
、
団
体
と
集
団
お
よ
び
関
与
の
未
遂
と
の
区
別
を
補
完
す
る
と
、
─
主
観
的
、
組
織
的
及
び
人

的
な
基
準
の
ほ
か
─
さ
ら
に
時
間
的
な
構
成
要
素
も
付
け
加
わ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
団
体
は
、
一
定
の
継
続
性
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

一
一
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
二
六
）

３
．
方
法
論
的
・
体
系
的
解
釈

方
法
論
的
な
解
釈
と
体
系
的
な
解
釈
と
の
交
点
に
、
ア
ル
カ
イ
ダ
に
よ
る
生
命
保
険
を
手
段
と
す
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
資
金
調
達
の
利
用

に
対
す
る
第
三
刑
事
部
の
判
決
の
考
慮
が
見
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
純
粋
に
方
法
論
的
な
試
み
は
し
ば
し
ば
と
て
も
少
し
し
か
採
ら
れ

て
い
な
い
の
も
明
ら
か
で
す
。
規
定
の
特
別
の
意
味
は
、
し
ば
し
ば
体
系
に
も
と
づ
い
て
認
識
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
方
法
論
的
・

体
系
的
な
解
釈
の
混
合
形
式
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
三
刑
事
部
は
、
団
体
犯
罪
が
、「
固
く
結
ば
れ
た
犯
罪
行
為

の
実
行
を
目
標
と
す
る
組
織
が
、
内
在
す
る
固
有
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て

（
22
）

」、
危
険
性
を
高
め
て
い
る
と
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
点
か
ら
出
発
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
、
個
々
の
個
人
的
な
答
責
性
・
責
任
の
感
情
が
抑
圧
さ
れ
る
の
で
す

（
23
）

。
こ
の

特
殊
な
危
険
性
が
、
─
体
系
的
に
─
ほ
か
の
複
数
人
の
関
与
形
式
と
は
際
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
構
成
員
の
結
合
及
び
グ
ル
ー
プ

の
意
思
に
関
し
て
よ
り
高
度
の
要
請
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
す

（
24
）

。

団
体
は
、
時
間
的
な
、
人
的
な
、
組
織
的
な
そ
し
て
主
観
的
な
基
準
で
、
そ
の
他
の
複
数
人
の
関
与
形
式
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
、
以
上
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
時
間
的
に
は
、
団
体
は
あ
る
程
度
の
継
続
性
が
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
的
に
は
、
少
な
く
と
も
三
人
以
上
の
結
合
が
必
要
で
す
。
組
織
的
に
は
、
構
成
員
が
お
互
い
に
一
体
的
な
結
合

と
自
覚
・
意
識
し
合
っ
て
い
る
関
係
に
立
ち
、
相
互
的
に
真
剣
に
義
務
を
負
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
主
観
的
に
は
、
全
体
の
意
思
の
下
に

個
人
の
意
思
が
従
属
し
、
共
同
の
目
的
が
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
関
し
て
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
の
第
三
部
の
最
新

の
判
決
の
第
二
の
主
旨
か
ら
、
次
の
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
と
理
解
で
き
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
、
協
調
的
な
行
為
に
よ
り
、

短
時
間
で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
の
目
的
ま
た
は
活
動
が
目
指
す
具
体
的
な
犯
罪
行
為
の
遂
行
に
出
る
と
い
う
共
同
の
目
標
を
追
求
し
て
い

る
場
合
に
は
、
通
常
必
要
と
さ
れ
る
上
位
に
置
か
れ
た
共
同
の
意
思
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す

（
25
）

。 一
一
一



団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な
構
成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則
（
上
野
）

（
一
二
七
）

Ⅳ
．
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
体
系

１
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
規
準
と
一
致
す
る
解
釈
の
要
請
の
限
界

一
連
の
判
決
で
第
三
刑
事
部
は
、
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
体
系
が
、
規
準
と
一
致
す
る
団
体
概
念
の
拡
大
と
対
立
し
て
い
る
と
い
う
結

論
を
適
切
に
導
い
て
い
ま
す

（
26
）

。
し
か
し
、
全
般
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
が
拒
否
さ
れ
う
る
と
見
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
三

刑
事
部
は
、
─
遵
法
原
理
及
び
転
換
義
務
（
Ｅ
Ｕ
憲
法
第
四
条
第
三
項
及
び
Ｅ
Ｕ
憲
法
議
定
書
第
二
八
八
条
第
三
項（

27
）

）
の
表
れ
で
あ
る
─
規
準
と

一
致
す
る
解
釈
の
要
請
を
、
明
確
に
承
認
し
て
い
ま
す
。
で
す
が
そ
れ
と
同
時
に
、
第
三
刑
事
部
は
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
も
「K

olpinghuis 

N
ijm

egen

」
事
件

（
28
）

や
「
テ
レ
コ
ム　

イ
タ
リ
ア
」
事
件

（
29
）

の
判
決
で
と
く
に
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
規
準
と
一
致
す

る
解
釈
の
要
請
の
限
界
に
注
意
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
国
家
的
な
憲
法
に
も
、
さ
ら
に
初
期
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

法
に
も
、
一
般
的
な
法
の
諸
原
則
が
示
す
限
界
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
中
に
、
と
く
に
明
確
性
の
原
則
や
信
頼
の
保
護
も
数
え
ら
れ
ま
す

（
30
）

。

連
合
法
の
規
定
が
基
本
的
に
可
罰
性
を
拡
大
す
る
解
釈
を
導
き
得
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
内
法
に
お
け
る
よ
り
も
広
範
な
概
念

解
釈
と
な
る
の
で
、
と
り
わ
け
憲
法
に
よ
っ
て
引
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
許
さ
れ
た
文
言
の
解
釈
の
制
限
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん

（
31
）

。
２
．
類
推
禁
止
と
概
念
を
形
成
す
る
体
系

解
釈
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
規
準
と
一
致
す
る
解
釈
も
解
釈
の
一
般
的
な
限
界
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

国
内
刑
法
に
お
い
て
、
基
本
法
第
一
〇
三
条
第
二
項
な
い
し
は
刑
法
第
一
条
が
、
い
わ
ゆ
る
類
推
禁
止
と
い
う
形
式
で
解
釈
を
制
限
し
て

一
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
二
八
）

い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
可
罰
性
が
行
為
が
行
わ
れ
る
以
前
に
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
あ
る
行
為
は
処
罰
さ
れ
う

る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
立
法
者
に
対
す
る
行
為
の
指
示
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
裁
判
官
に
と
っ
て
の
行
為
の
限
定
が
認
め
ら
れ
ま
す

（
32
）

。

こ
れ
に
よ
り
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
可
罰
性
の
前
提
を
当
事
者
を
犠
牲
に
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
ま
す

（
33
）

。
こ
れ
に
関
し
て
、
法

律
の
適
用
に
つ
い
て
、
許
さ
れ
る
解
釈
の
限
界
が
精
確
に
ど
こ
に
引
か
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
問
題
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
、

中
心
的
な
命
題
の
出
発
点
で
す
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
学
説
に
対
し
て
、
許
さ
れ
る
解
釈
の
限
界
は
、
単
に
当
該
規
範
の
文
言
か
ら
だ
け

生
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
体
系
的
な
解
釈
か
ら
得
ら
れ
る
限
界
も
、
類
推
禁
止
の
一
部
で
あ
り
う
る
の
で
す
。
基
本
法

第
一
〇
三
条
第
二
項
に
、
そ
れ
と
同
様
の
文
言
で
刑
法
第
一
条
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
法
律
で
定
め
ら
れ
た
」
と
言
う
術
語
は
、
法
律
上

の
刑
罰
規
範
の
個
々
の
概
念
だ
け
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
体
系
に
お
い
て
法
律
的
に
確
定
し
た
こ
と
か
ら
表
れ
る
概
念

の
理
解
を
も
、
類
推
禁
止
に
含
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
体
系
が
事
実
的
に
概
念
を
形
成
す
る
範
囲
で
妥
当
し
ま
す
。

こ
の
概
念
を
形
成
す
る
体
系
が
伝
統
的
な
解
釈
論
と
ど
の
よ
う
に
適
合
す
る
の
か
、
そ
し
て
ど
の
点
で
そ
れ
を
越
え
て
い
る
の
か
、
次
に

説
明
し
ま
し
ょ
う
。

許
さ
れ
る
解
釈
と
禁
止
さ
れ
る
解
釈
と
の
境
界
は
、
一
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
言
の
意
味
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
も
ま
っ
た
く
役
に
立

た
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
一
部
で
主
張
さ
れ
て
い
ま
す

（
34
）

。
た
と
え
ば
、「
許
さ
れ
な
い
自
由
な
法
発
見
」
と
の
区
別

（
35
）

と
か
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト

ホ
イ
ザ
ー
の
文
言
構
成
要
件
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
法
律
の
意
味
を
再
現
す
る
解
釈
構
成
要
件
に
よ
る
区
別

（
36
）

の
よ
う
に
、
開
か
れ
た
基
準

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
試
み
の
欠
点
は
、
何
の
明
確
性
も
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
点
で
す
。
さ
ら
に
、
そ
の

解
釈
が
ま
さ
に
限
界
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
主
義
に
方
法
論
的
な
解
釈
の
不
確
実
性
が
持
ち
込
ま
れ
る
で

し
ょ
う

（
37
）

。

一
一
一



団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な
構
成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則
（
上
野
）

（
一
二
九
）

確
立
し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
及
び
学
説
の
大
部
分
に
よ
れ
ば
、
法
律
の
文
言
の
可
能
な
意
味
が
な
お
許
さ
れ
る
解
釈
の
限
界
を

示
し
て
い
ま
す

（
38
）

。
そ
の
際
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
文
言
で
は
な
く
、
文
言
の
意
味
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
解
釈
の

前
提
的
理
解
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
を
認
識
さ
せ
ま
す

（
39
）

。
こ
の
通
説
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
の
日
常

使
用
を
受
け
入
れ
う
る
か
と
い
う
基
準
に
も
と
づ
く
境
界
線
の
長
所
は
、
─
ま
っ
た
く
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
言
う
意
味
で
─
予
測
可
能

性
と
い
う
点
で
す
。
そ
の
限
界
は
、
ド
イ
ツ
語
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
認
識
可
能
な
の
で
す

（
40
）

。
し
か
し
、
も
し
単

に
な
お
可
能
な
言
葉
の
意
味
を
通
じ
て
だ
け
区
別
す
る
と
す
れ
ば
、
可
罰
的
な
行
為
の
射
程
が
い
か
に
広
い
も
の
で
あ
る
か
、
マ
ウ
ン
ツ

−

デ
ュ
ー
リ
ヒ
の
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト

−

ア
ー
ス
マ
ン
の
言
葉
が
示
し
て
い
ま
す
。「
処
罰
の
危
険
は
、
文
言
の
可

能
な
意
味
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
範
囲
内
で
は
、
行
為
者
か
ら
基
本
法
第
一
〇
三
条
第
二
項
に
よ
っ
て
基
本
的
に
取
り
除
か
れ
て
い
な
い

（
41
）

。」

そ
れ
に
よ
っ
て
、
文
言
の
意
味
だ
け
に
方
向
付
け
ら
れ
た
許
さ
れ
る
法
律
解
釈
の
限
界
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
一
定
の
範
囲
で
は
刑
罰
規

定
に
関
し
て
逸
脱
す
る
解
釈
や
適
用
を
手
助
け
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
、
明
白
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け
、
こ
の
懸
念
は
、

ラ
ン
ダ
ウ
が
最
新
の
論
文
で
注
意
を
喚
起
す
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
よ
う
に
、
─
周
辺
の
場
合
で
も
─
わ
れ
わ
れ
が
法
適
用
の
明
確
性
の

要
請
の
問
題
に
つ
い
て
個
々
の
構
成
要
件
要
素
に
集
中
さ
せ
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
の
刑
罰
規
範
上
許
さ
れ
な
い
虞
の
あ
る
解
釈
か

ら
目
を
逸
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す

（
42
）

。
取
り
上
げ
た
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
法
律
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
体
系
的
な
観
点
を
よ
り
強
力
に
考

慮
す
る
こ
と
が
支
持
さ
れ
得
る
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
可
能
な
事
実
的
な
文
言
の
意
味
は
、
確
か
に
許
さ
れ
る
解
釈
の
限
界
に
つ
い

て
出
発
点
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
止
ま
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
を
引
用
す
る
と
、
刑
事
裁
判
官
が

立
法
者
の
言
う
「
言
葉
通
り
に
取
ら

（
43
）

」
ね
ば
な
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
立
法
者
も
言
葉
通
り
に
取
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す

（
44
）

。
も
し
立
法
者
が
あ
る
言
葉
に
体
系
と
関
連
さ
せ
て
概
念
的
な
特
色
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
解
釈
の
限
界
と
し
て
尊

一
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
三
〇
）

重
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
法
律
は
、
予
測
可
能
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
類
推
禁
止

の
形
を
整
え
る
法
安
定
性
の
思
想
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
─
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
の
有
名
な
言
葉
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
─

法
律
は
犯
罪
者
の
た
め
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ

（
45
）

、
よ
り
正
確
に
は
、
市
民
の
た
め
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す

（
46
）

。

二
、
三
の
最
近
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
お
け
る
類
推
禁
止
の
さ
さ
や
か
な
活
性
化
も
、
単
純
に
当
該
刑
罰
規
範
の
文
言
の
可
能

な
意
味
を
顧
慮
し
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
乗
用
車
が
「
刑
法
第
一
一
三
条
第
二
項
第
二
号

一
の
『
武
器
』
の
概
念
の
可
能
な
文
言
の
意
味
に
は
も
は
や
含
ま
れ
な
い

（
47
）

。」
と
い
う
決
定
に
つ
い
て
妥
当
し
ま
す
。
よ
り
正
確
に
言
う

と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
か
つ
て
刑
法
第
一
一
三
条
の
新
設
に
携
わ
っ
た
刑
法
改
正
の
特
別
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ

た
、
当
該
規
定
の
武
器
概
念
は
、「
技
術
的
な
…
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
」、
暴
力
行
使
の
目
的
の
た
め
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
そ
の
他
の
物
体
を
も
包
括
す
る
と
い
う
見
解
を
認
め
て
い
る
の
で
す

（
48
）

。
乗
用
車
は
ま
さ
に
武
器
と
い
う
文
言
の
可
能
な
意
味
の
中

に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
場
合
に
体
系
的
な
考
慮
を
持
ち
出
し
て
い
ま
す
。
武
器
と
危
険
な
道
具
と
が
区
別

さ
れ
て
い
る
刑
法
第
一
一
三
条
第
二
項
第
二
号
一
と
刑
法
第
二
四
四
条
第
一
項
第
一
号
ａ
）、
刑
法
第
二
五
〇
条
第
一
項
第
一
号
ａ
）
と

を
比
較
し
て
、
こ
の
概
念
の
区
別
は
刑
法
第
一
一
三
条
に
つ
い
て
も
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
ま
す

（
49
）

。

こ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
適
切
な
言
明
を
一
般
化
す
る
と
、
解
釈
の
枠
内
で
突
き
止
め
ら
れ
る
可
罰
性
の
限
界
に
つ
い
て
、
具
体
的

な
事
例
に
関
係
す
る
刑
罰
規
範
の
文
言
だ
け
が
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
出
発
点
と
な
る
規
範
の
文
言
の
可
能
な
意
味
で
あ
っ
て
も
、
さ

ら
に
法
律
の
体
系
性
と
照
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
法
律
の
体
系
性
の
中
で
概
念
の
理
解
が
逸
れ
て
い
な
い
範
囲
で
の
み
、

最
初
の
解
釈
の
一
歩
と
し
て
確
か
め
ら
れ
た
文
言
の
意
味
が
可
罰
性
の
審
査
に
付
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
構
造
を
、
団
体
概
念
に
関
す
る

第
三
刑
事
部
の
判
決
に
お
い
て
再
び
見
い
出
し
ま
す
。
団
体
自
体
の
概
念
は
非
常
に
幅
広
い
の
で
、
組
織
犯
罪
対
策
の
た
め
の
Ｅ
Ｕ
枠
組

一
一
一



団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な
構
成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則
（
上
野
）

（
一
三
一
）

み
決
定
の
定
義
を
容
易
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
立
法
者
は
、
団
体
の
概
念
を
、
一
定
の
体
系
の
中
で
用
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
形
付
け
ま
し
た
。
こ
の
一
定
の
体
系
は
概
念
自
身
に
反
作
用
を
及
ぼ
し
、
法
適
用
者
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
解
釈
の
外
部
的
な
限
界
は
、
文
言
の
可
能
な
意
味
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
狭
く
、
法
律
の
体
系
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
概
念
も
そ
う
な
の
で
す
。

３
．
歴
史
的
な
解
釈
の
限
界
？

許
さ
れ
る
法
律
解
釈
と
禁
止
さ
れ
る
類
推
と
の
境
界
設
定
に
関
し
て
、
歴
史
的
な
解
釈
を
考
慮
す
る
こ
と
も
、
基
本
的
に
は
考
え
う
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
文
言
及
び
体
系
で
は
十
分
で
な
い
場
合
に
、
し
ば
し
ば
多
く
引
用
さ
れ
る
「
立
法
者
の
意
思
」
が
示
さ
れ
、

そ
れ
を
突
き
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
々
可
罰
性
の
限
界
を
確
定
す
る
追
加
的
な
要
素
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
や
り

方
に
対
し
て
、
法
律
解
釈
の
実
際
的
な
要
求
は
、
当
然
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。
法
律
適
用
者
は
、
文
言
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
限
界
の
範

囲
内
で
、
具
体
的
な
個
別
事
例
に
関
連
す
る
規
定
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
解
釈
し
な
が
ら
、
現
在
す
る
所
与
の
事
実
及
び
展
開
に
対
応
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
。
だ
が
、
歴
史
的
解
釈
は
変
え
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
の
義
務
的
な
考
慮
は
法
適
用
者
を
不
当
に
束
縛
し
、

法
適
用
者
の
仕
事
を
静
的
な
も
の
と
す
る
だ
ろ
う
、
と
。
歴
史
の
歩
み
の
背
景
に
あ
る
、
立
法
史
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
実
用
的
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
、
基
本
法
第
一
〇
三
条
第
二
項
や
刑
法
第
一
条
の
文
言
に
直
接
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
と
な
り
ま

す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
実
行
の
時
点
で
「
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
が
決
め
る
の
で
す
。
文
言
や
体
系
性
が
直
接
法
律
か

ら
明
ら
か
に
な
る
の
に
対
し
て
、
歴
史
は
法
律
の
中
か
ら
読
み
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
必
要
と
さ
れ
る
「
法
律
上
の
」
明
確
性
が
ま

さ
に
是
認
さ
れ
え
な
い
の
で
す
。

一
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
三
二
）

Ⅴ
．
要　

約

検
討
し
た
第
三
刑
事
部
の
判
決
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
親
近
性
の
あ
る
団
体
概
念
の
拡
大
に
対
し
て
、
反
論
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
親
近
性
の
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
方
法
論
的
利
点
は
、
原
則
的
な
体
系
性
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
背

景
に
、
概
念
の
拡
大
が
体
系
に
反
す
る
と
認
識
さ
れ
う
る
の
で
す
。
第
三
刑
事
部
の
一
連
の
判
決
に
お
い
て
、
武
器
の
概
念
に
関
す
る
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
説
明
と
同
様
に
、
解
釈
の
新
し
い
限
界
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
概
念
を
形
成
す
る
体
系
性
が
類
推
禁
止
の
一

部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
刑
法
上
の
明
確
性
の
要
請
を
顧
慮
し
て
、
個
々
の
刑
罰
規
範
の
文
言
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
全
体
の
観
点
を
基
礎
に
置
く
法

律
の
考
察
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
立
法
者
が
明
確
性
の
要
請
を
刑
法
の
中
心
的
な
構
成
原
理
と
し
て
十
分
に
考
慮
に
入
れ
て

い
る
か
ど
う
か
は
、
ま
さ
に
立
法
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
概
念
が
一
定
の
体
系
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
も
依
存
し
う

る
か
ら
で
す
。

（
１
） 

以
下
の
事
案
の
叙
述
は
、
語
句
に
つ
き
連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
五
四
巻
二
一
六
・
二
一
六
頁
以
下
（R

n. 1-20

）
か
ら
抜
き
取
っ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、W

in
kler jurisP

R
-S

trafR
5/2010 

註（
1
）も
詳
し
い
。

（
２
） 

連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
五
四
巻
二
一
六
・
二
二
〇
頁
（R

n. 19
）。

（
３
） 

連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
五
四
巻
二
一
六
・
二
二
一
頁
（R

n. 23

）。
参
照
、
連
邦
裁
判
所N

JW

二
〇
〇
九
年
三
四
四
八
・
三
四
五
九
頁
、
連

邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
二
八
巻
一
四
七
頁
、
三
一
巻
二
〇
二
・
二
〇
四
頁
以
下
、
三
一
巻
二
三
九
頁
以
下
、
四
五
巻
二
六
・
三
五
頁
、
連
邦
裁
判
所

N
JW

二
〇
〇
五
年
一
六
六
八
頁
、
二
〇
〇
六
年
一
六
〇
三
頁
、B

G
H

R
 S

tG
B

§129V
ereinigung 3.

一
一
一



団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な
構
成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則
（
上
野
）

（
一
三
三
）

（
４
） 

連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
五
四
巻
二
一
六
頁
・
二
二
二
頁
（R

n. 26

）。

（
５
） 

H
ecker E

uropäisches S
trafrecht, 2. A

ufl. 

（2007

）, 

§10R
n. 1, S

atzger D
ie E

uropäisierung des S
trafrechts

（2001

）, S
. 518.

（
６
） 

K
ress JA

 2005, 220, 224.

（
７
） 

K
ress JA

 2005, 220, 227.

（
８
） 

連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
五
四
巻
二
一
六
頁
。

（
９
） 

K
ress JA

 2005, 220, 224.

（
10
） 

L
ackn

er/ K
ü

h
l S

tG
B

, 26. A
ufl. 

（2007

）, 

§129R
n. 4.

（
11
） 

R
u

d
olph

i/
S

tein in S
K

, 

§129R
n. 16.

（
12
） 

連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
二
〇
巻
八
九
頁
以
下
、
二
九
巻
九
九
、
一
〇
一
頁
。

（
13
） 

L
en

ckn
er/

S
tern

berg-L
ieben in S

cönke/S
chröder 27. A

ufl. 

（2006

）, 

§129R
n. 14b; R

u
d

olph
i/

S
tein in S

K
, 

§129R
n. 18.

（
14
） 

R
u

d
olph

i/
S

tein in S
K

, 
§129R

n. 19　

故
意
が
団
体
の
目
的
に
包
括
さ
れ
た
活
動
の
可
罰
性
に
も
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事

情
を
指
摘
し
た
う
え
で
。

（
15
） 

連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
五
四
巻
二
一
六
・
二
二
三
頁
以
下
（R

n. 29

）。

（
16
） 

連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
五
四
巻
二
一
六
・
二
二
三
頁
以
下
（R

n. 29

）。

（
17
） 

連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
四
六
巻
三
二
一
・
三
二
五
頁
以
下
、
連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
五
四
巻
二
一
六
・
二
二
三
頁
以
下
（R

n. 29

）。

（
18
） 

以
下
の
す
べ
て
の
記
述
は
、B

G
H

 N
S

tZ
 2008, 146, 149.

（
19
） B

G
H

 N
S

tZ
 2008, 146, 149.

（
20
） 

連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
五
四
巻
二
一
六
頁
（R

n. 45

）。

（
21
） 

M
iebach

/
S

ch
äfer in M

ünchK
om

m
-S

tG
B

 B
and2/2

（2005

）, 

§129a R
n. 35.

（
22
） B

G
H

 N
JW

 2009, 3448, 3460.

（
23
） B

G
H

 N
JW

 2009, 3448, 3460.

一
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
三
四
）

（
24
） B

G
H

 N
JW

 2009, 3448, 3460.
（
25
） 

連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
五
四
巻
二
一
六
頁
（R

n. 40

）。

（
26
） 

W
alter jurisP

R
-S

trafR
5/2010A

nm
. 1, S

. 2.

も
賛
成
。

（
27
） 

H
ecker E

uropäisches S
trafrecht, 2. A

ufl. 

（2007

）, 

§10R
n. 6.

（
28
） E

uG
H

E
 1987, 3969, 3986.

（
29
） E

uG
H

E
 1996, 6609, 6637. 

（E
M

R
K

七
条
一
項
の
法
律
主
義
を
援
用
し
て
）

（
30
） 

A
m

bos Internationales S
trafrecht 2. A

ufl. 

（2008

）, S
. 445

§11R
n. 45.

（
31
） 

S
ch

m
itz in M

ünchK
om

m
-S

tG
B

 B
and 1

（2003

）, 

§1R
n. 83.

（
32
） 

S
ch

m
id

-A
ßm

an
n in M

aunz/D
ürig G

G
, 56. A

ufl. 

（2009

）, A
rt. 103A

bs. 2 R
n. 225.

（
33
） 

H
assem

er/
K

argl in N
K

, 3. A
ufl. 

（2010

）, 

§1R
n. 70.

（
34
） 

参
照
、H

an
ack N

S
tZ

 1986, 263
以
下
。
さ
ら
に
、E

ser in S
chönke/S

chröder 27. A
ufl. 

（2006

）, 
§1R

n. 55. 

に
よ
る
よ
り
広
く
挙

げ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
。

（
35
） 

S
ax D

as strafrechtliche “A
nalogieverbot ”

（1953

）, 

九
四
頁
以
下
、
一
四
二
頁
以
下
。

（
36
） 

S
ch

m
id

h
äu

ser A
T

, 2. A
ufl. 

（1984

）, 3/48
以
下
。

（
37
） 

H
assem

er-K
argl in N

K
, 3. A

ufl. 

（2010

）, 

§1R
n. 77.

（
38
） 

模
範
的
に
は
、
連
邦
憲
法
判
例
集
七
一
巻
一
〇
八
・
一
一
五
頁
、
八
二
巻
二
三
六
・
二
六
九
頁
、B

V
erfG

 N
S

tZ
 1990, 

二
七
六
頁
以
下
、

連
邦
裁
判
所
刑
事
判
例
集
二
九
巻
一
二
九
・
一
三
三
頁
、
三
五
巻
三
九
〇
・
三
九
五
頁；

E
ngels G

A
 1982, 

一
〇
九
、
一
二
一
頁
以
下
、

B
au

m
an

n, M
D

R
 1958, 394; R

oxin, Z
S

tW
 83

（1971

）, 369, 376
以
下
、H

erzberg G
A

 1997, 251, 252, E
ser in S

chönke/S
chröder 

27. A
ufl. 

（2006

）, 

§1R
n. 55, R

u
d

olph
i in S

K
, 

§1R
n. 22, H

assem
er-K

argl in N
K

, 3. A
ufl. 

（2010

）, 

§1R
n. 78.

（
39
） 

S
ch

m
id

-A
ßm

an
n in M

aunz/D
ürig G

G
, 56. A

ufl. 

（2009

）, A
rt. 103A

bs. 2R
n. 228.

（
40
） 

E
ser in S

chönke/S
chröder 27. A

ufl. 

（2006

）, 

§1R
n. 55

も
参
照
。

一
一
一



団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な
構
成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則
（
上
野
）

（
一
三
五
）

（
41
） 

S
ch

m
id

-A
ßm

an
n in M

aunz/D
ürig G

G
, 56. A

ufl. 

（2009

）, A
rt. 103 A

bs. 2R
n. 230.

（
42
） 

L
an

d
au Z

S
tW

 121

（2009

）, 965, 975.
（
43
） B

V
erfG

 N
JW

 1984, 225; 1986, 1671, 1672.

（
44
） B

V
erfG

E
 71, 108, 116.

（
45
） 

V. L
iszt S

trafrechtliche A
ufsätze und V

orträge, B
and 2

（1905

）, S
. 80.

（
46
） 

S
ch

ü
n

em
an

n N
ulla poena sine lege?

（1978

）, S
. 1F

n. 2.

（
47
） B

V
erG

 N
JW

 2008, 3627, 3628.

（
48
） B

V
erfG

 N
JW

 2008, 3627, 3629.

（
49
） B

V
erfG

 N
JW

 2008, 3627, 3629.

〔
訳
者
註
1
〕
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
第
一
〇
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
次
の
通
り
。「
あ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
以
前
に
そ
の
可
罰
性
が
法
律
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
場
合
に
の
み
、
そ
の
行
為
を
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
高
田
敏
・
初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集
〔
第
五
版
〕』

（
二
〇
〇
七
年
）、
初
宿
正
典
・
辻
村
み
よ
子
編
『
新
解
説
世
界
憲
法
集
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
一
〇
年
）
一
八
七
頁
に
よ
る
。）

〔
訳
者
註
2
〕
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
二
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
次
の
通
り
。「
そ
の
目
的
若
し
く
は
そ
の
活
動
が
犯
罪
行
為
の
遂
行
に
向
け
ら
れ
た
団
体

を
設
立
し
た
者
、
又
は
、
構
成
員
と
し
て
そ
の
よ
う
な
団
体
に
関
与
し
、
そ
の
た
め
に
構
成
員
若
し
く
は
支
持
者
を
募
り
若
し
く
は
そ
れ
を
支
援
し

た
者
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
又
は
罰
金
に
処
す
る
。」（
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
編
『
ド
イ
ツ
刑
法
典
』（
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
る
。）

〔
訳
者
註
3
〕
ド
イ
ツ
刑
法
に
は
、
窃
盗
や
強
盗
の
章
下
に
、
集
団
窃
盗
、
集
団
強
盗
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
た
と
え
ば
第
二
四
四
条
第
一
項
第
二

号
で
は
、「
強
盗
若
し
く
は
窃
盗
を
継
続
的
に
行
う
た
め
に
結
成
さ
れ
た
集
団
の
構
成
員
と
し
て
、
他
の
集
団
構
成
員
の
協
力
の
下
に
窃
取
し
た
者
」

（
前
掲
・
ド
イ
ツ
刑
法
典
に
よ
る
邦
訳
）
に
つ
き
六
月
以
上
一
〇
年
以
下
の
自
由
刑
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
単
純
窃
盗
の
法
定
刑
（
五
年
以
下
の
自

由
刑
又
は
罰
金
）
と
比
較
し
て
、
刑
罰
が
加
重
さ
れ
て
い
る
。

一
一
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
三
六
）

訳
者
あ
と
が
き

本
稿
は
、
日
本
大
学
海
外
学
術
交
流
基
金
に
も
と
づ
く
平
成
二
二
年
度
海
外
客
員
教
授
招
聘
事
業
と
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
ク

ラ
ウ
ス
・
ホ
フ
マ
ン

―

ホ
ラ
ン
ト
教
授
（P

rof. D
r.K

laus H
offm

ann-H
olland

）
を
日
本
大
学
法
学
部
に
お
迎
え
し
、
同
教
授
に
よ
っ
て
三

回
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
講
演
の
う
ち
、
平
成
二
二
年
一
〇
月
五
日
に
法
学
部
で
催
さ
れ
た
第
二
回
の
講
演
を
邦
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ｈ

―

ホ
ラ
ン
ト
教
授
は
、
刑
法
及
び
犯
罪
学
を
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
現
代
的
な
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
学

問
的
関
心
は
幅
広
く
、
最
近
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
権
問
題
を
テ
ー
マ
と
す
る
刊
行
物
の
編
著
者
と
も
な
っ
て
お
ら
れ
る
（E

thics and 

H
um

an R
ights in a G

lobalized W
orld, 2009

）。
本
講
演
の
テ
ー
マ
も
、
Ｅ
Ｕ
法
と
ド
イ
ツ
国
内
刑
法
と
の
関
連
を
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と

す
る
も
の
で
、
国
際
刑
法
の
分
野
と
も
接
す
る
、
新
し
い
学
際
的
な
課
題
で
あ
る
。
国
内
刑
法
上
の
概
念
と
国
際
的
規
制
と
の
整
合
性
と

い
う
問
題
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
犯
罪
対
策
の
必
要
性
が
今
日
益
々
高
ま
る
中
で
、
日
本
法
に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、

Ｈ

―

ホ
ラ
ン
ト
教
授
は
、
国
内
法
体
系
に
も
と
づ
く
概
念
の
形
成
化
を
指
摘
さ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
を
明
確
性
の
原
則
の
観
点
か
ら
理

解
、
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
主
義
（
罪
刑
法
定
主
義
）
の
見
地
か
ら
類
推
禁
止
と
し
て
許
さ
れ
な
い
解
釈
の
限
界
問
題
と
し
て

考
察
す
る
試
み
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
条
約
等
の
国
際
ル
ー
ル
の
日
本
の
刑
法
体
系
へ
の
受
容
を
検
討
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
人
権
保

障
上
不
可
欠
な
視
点
と
し
て
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
主
張
で
あ
る
。

第
二
回
講
演
は
、
設
楽
裕
文
教
授
の
司
会
の
下
、
Ｈ

―

ホ
ラ
ン
ト
教
授
に
よ
る
講
演
の
後
、
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
参
加
者
か
ら
、

Ｅ
Ｕ
法
と
ド
イ
ツ
法
と
の
関
係
や
明
確
性
原
則
と
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
連
等
に
つ
い
て
質
問
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
、

Ｈ
―

ホ
ラ
ン
ト
教
授
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
法
と
ド
イ
ツ
法
と
の
一
般
的
な
関
係
、
Ｅ
Ｕ
の
犯
罪
規
制
と
各
国
の
国
内
刑
法
と
の
整
合
性
に
関
す
る

一
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団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な
構
成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則
（
上
野
）

（
一
三
七
）

Ｅ
Ｕ
裁
判
所
の
判
例
な
ど
が
紹
介
さ
れ
る
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質
問
に
分
り
易
く
丁
寧
な
説
明
が
加
え
ら
れ
た
。

な
お
、
本
講
演
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
稿
は
、
そ
の
後
、
ゲ
ッ
ペ
ル
ト
教
授
の
七
〇
歳
を
祝
賀
す
る
記
念
論
文
集
に
寄
稿
さ
れ
、
収
録
さ
れ

て
い
る
（“V

ereinigungsbegriff im
 W

andel?

─B
egriffsprägende S

ystem
atik als A

uslegungsgrenze ” in: C
laudius G

eisler, E
rik K

raatz, 

Joachim
 K

retschm
er, H

artm
ut S

chneider, C
hristoph S

ow
ada 

（H
rsg.

）, F
estschrift für K

laus G
eppert zum

 70. G
eburtstag am

 

10. M
ärz 2011, 

（de G
ruyter

）S
.245-259.

）。

Ｈ

―

ホ
ラ
ン
ト
教
授
に
は
、
邦
訳
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
り
、
あ
ら
た
め
て
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
訳
稿
の
掲
載

に
あ
た
り
、
同
教
授
な
ら
び
に
ゲ
ッ
ペ
ル
ト
教
授
祝
賀
論
文
集
刊
行
の
関
係
各
位
よ
り
、
ご
快
諾
を
賜
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
、
併

せ
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

一
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一




